
〇 本地域（東近江市栗見出在家町）では、地域に元気を取り戻すため、平成18年度から県が推進する
「魚のゆりかご水田プロジェクト」と「農地・水・環境保全向上対策（平成18年度はモデル事業）」
を活用し、集落全体が一致団結して取組。

〇 集落の人だけで活動してもマンネリ化するため、水田オーナー制度を導入し、魚のゆりかご水田米
を積極的にＰＲするとともに、田植え体験、生き物観察会、稲刈り体験等のイベントを開催。

〇 さらに、魚のゆりかご水田米の米粉や地元食材を使った料理講習会の開催や学校給食等を通じた食
育、県外中学生の教育旅行の受け入れ、地元酒造メーカーと連携した酒米と日本酒造り等の地域活性
化を図る様々な活動を展開。

○ 集落全体が一致団結し、魚のゆりかご水田
を中心とした様々な活動を多面的機能支払交
付金を活用しながら取り組んだ結果、地域が
次のように変わった

○ 集落内外から参加者を募り、集落全体で取
り組めるイベントができたため、地域が活性化。
また、地域外の水田オーナーや活動参加者、
企業等と交流・人脈が拡大

○ 取組前は対外的にアピールできるものがな
かったが、良品質の「魚のゆりかご水田米」や
独自の酒米を栽培し、地元酒造メーカーと
造った日本酒など、集落の特産品を創出

○ S40年代からの琵琶湖総合開発により湖面
の水位が下がり、同時期に実施された基盤整
備により水田と排水路の段差が出現。琵琶湖
のフナやナマズ等が田んぼへ自由に出入り
することができなくなった

○ 滋賀県では、かつてのように琵琶湖と水田
を湖魚が行き来でき、産卵・生育できる水田
環境を取り戻す「魚のゆりかご水田プロジェク
ト」をH13から推進

○ 集落に元気を取り戻すため、集落全体が一
致団結し、「魚のゆりかご水田」と「農地・水・
環境保全向上対策」に取り組んだ

【魚のゆりかご水田を中心とした活動の展開】

○ 減農薬・減化学肥料等の環境にこだわり、
県が認証する「魚のゆりかご水田米」の栽培
を集落ぐるみで実施（H29：30ha）し、良品質の
米生産を実践

○ 集落全戸に呼びかけ、春に水田魚道を設
置【多面支払の活動】

○ H23から水田オーナー制度を導入（１区画
100㎡/３万円）する等消費者と積極的に交流

○ 魚のゆりかご水田での「田植え体験」、「生
き物観察会」、「稲刈り体験」をイベント化（水
田オーナーは参加費無料）【多面支払の活
動】

※H28、H29の観察会参加者は200人以上

○ コミュニティセンターと連携し、魚のゆりかご
水田米の米粉や地元食材を使った料理講習
会を毎年実施

○ H26から魚のゆりかご水田の取り組み時期
に合わせて教育旅行の受入れを実施（これま
で千葉県と神奈川県の中学生を受け入れ）

魚のゆりかご水田協議会（滋賀県東近江市）

活動開始前の状況や課題 取組内容 取組の効果

【地区概要】
・取組面積 64.36ha

（田60.17ha、畑4.19ha ）
・資源量 水路13km、農道4km
・主な構成員 農業者、非農業者、

自治会、農事組合法人等
・交付金 約５百万円（H29）

環境教育・６次産業化を通じた地域活性化の取組
ひがしおうみし

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

ほ場整備後の段差 生き物観察会集落総出で魚道を設置
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